
議案第75号 

養父市立山田風太郎記念館の指定管理者の指定について 

養父市立山田風太郎記念館の指定管理者を次のとおり指定したいので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により､議決を求める。 

令和４年12月７日提出 

養父市長  広 瀬   栄 

 

１ 施設の名称 

養父市立山田風太郎記念館 

 

２ 指定管理者 

兵庫県＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 

山田風太郎の会 

会長 井上 滝秀 

 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで 



 

議案第 75号 参考資料 

 

令和４年 10月 17日  

 

養父市公の施設指定管理者制度運用会議 

座長（副市長） 山 下 吉 正 様 

 

養父市立山田風太郎記念館   

指定管理者候補者選考部会   

部会長 雲 田 裕 史  

 

 

養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会の評価結果について 

 

令和４年 10 月 14 日開催した「養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会」

において、指名業者から提出のあった書類等の審査及び評価を実施した結果について、下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選定基準に基づき審査した結果、合格点に

達していることから、募集要項に基づく事業計画を策定し、展開していくことが可能である

「山田風太郎の会」を候補者として選定したことを具申します。 

 

 

【添付資料】 

養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会〔第２次審査結果表〕 
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養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会の結果 

 

養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者の選定にあたり、指名団体から提出され

た提案書等を審査するため、「養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会」

において審査を実施した。 

なお、審査にあたっては、透明性と公平性の視点で行うことに留意した。 

 

【審査経過】 

・申請書類等提出  令和４年９月 30日 

指名型のため１者のみの提出 

・第１次審査    令和４年 10月３日 

選考部会による審査（資格審査及び書類審査） 

・第２次審査    令和４年 10月 14日 

選考部会による審査（提案内容等の審査） 

 

【審査方法】 

提案内容等の審査は、「養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選定基準」に基

づき行った。 

なお、審査項目は以下のとおりである。 

 

１ 基本的な考え方 

①記念館の役割についての考え方 

募集の趣旨（コンセプト）に基づいて実現したいことなど 

②管理・運営に関する基本的な考え方 

サービス水準の向上、コスト削減、利用促進、危機管理、人材育成及び管理運

営方法などに関する基本的な考え方 

③事業実施に関する基本的な考え方 

記念館の特色を生かし、記念館でどのような事業を展開するのか、事業実施の

基本方針と体系、それらが生み出す効果など 

 

２ 事業計画 

①記念館の充実について 

記念館の充実についての具体的提案内容、予算、効果について 

②関係機関等との連携・地域社会貢献について 

連携方法等の内容及び社会貢献についての考え方について 

③その他、記念館で実施する事業について 

記念館で実施する事業の考え方と具体的事業内容、効果など 

 

３ 管理運営 

①業務水準の向上について 

業務水準の向上、記念館のＰＲ、利用促進策及びモニタリングについての具体 

的計画 
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②維持管理体制等について 

衛生面、安全面（新型コロナ対策含む）など記念館の維持管理の体制及び予算 

について 

③指定期間中の収支計画について 

令和５年度から５年間の指定管理経費の考え方、目標及び年次計画 

 

【評価点結果】 

提  案  者 評価点 

山田風太郎の会 ７２.４点 

 

【講評】 

指名型として指名した山田風太郎の会は、指定管理者として過去５期 17 年の実績に

より、専門的知識や様々なノウハウを取得・蓄積し、新型コロナ対策を含めた適切な維

持管理及び市内外の関係施設等との連携などにおいて、役割を十分に理解したうえでの

工夫が見られる提案となっており、提案者にはそれらの能力を大いに発揮できるものと

評価した。 

また、要求水準の達成に向け、専門的な見識を生かし、大学等との連携や出版社等へ

のＰＲのさらなる強化、学校や地域との密着、自主事業等についても積極的に取り組む

熱意が見える。 

さらに、記念館がマンネリ化しないように工夫することや、ワールドマスターズゲー

ムズをきっかけとするインバウンド対策、また、関宮地域小さな拠点整備における関宮

地域局や関宮まちづくり協議会などとの連携等、記念館のあり方やサービス向上に努め

る姿勢が伺える。 

以上のことから、総合的に審査した結果、本提案者を指定管理者候補者とすることを

具申します。 

 

【選考部会名簿】 

氏  名 所  属（職） 備考 

雲 田 裕 史 

中 村 文 明 

石 田 恵 美 

和 田 久仁彦 

高 木 信 彦 

 

養父市教育部長 

養父市教育部次長 

養父市教育部教育課長 

養父市教育部こども育成課長 

養父市教育部生涯スポーツセンター所長兼

ワールドマスターズゲームズ準備室長 

部会長 

 

 

 

 

 

 

令和４年 10月 17日 

 

養父市立山田風太郎記念館   

指定管理者候補者選考部会   

部会長  雲 田 裕 史  
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第１次審査（資格審査及び書類審査）  
申請団体の名称（ 山田風太郎の会 ） 

 

審  査  項  目 適 ・ 否 

１ 個人ではなく、法人その他の団体（以下、「団体」という。）であること。 適 ・ 否 

２ 市と容易に、かつ、緊密に連携が可能な団体であること。 適 ・ 否 

３ 

地方自治法施行令第 167 条の４及び養父市競争入札参加資格停止措置

要領の規定に該当しない者であること。 

適 ・ 否 

４ 

会社更生法に基づき更生手続の申立てをしていない者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。 

適 ・ 否 

５ 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴

力団や暴力団員でない者であること。 

適 ・ 否 

６ 国税及び地方税に滞納がない者であること。 適 ・ 否 

７ 提出書類を満たしており、本募集要項の内容を満たしていること。 適 ・ 否   ※ 審査結果 〔 適 ・ 否 〕  
令和４年１０月 ３日   

養父市立山田風太郎記念館 
指定管理者候補者選考部会   
部会長  雲 田 裕 史  
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内　　　容 配点 平均点 得点

1 記念館の役割についての考え方 募集の趣旨（コンセプト）に基づいて実現したいことなど 10 4.0 8.0

2
管理・運営に関する基本的な考え
方

サービス水準の向上、コスト削減、利用促進、危機管理、人材育
成及び管理運営方法などに関する基本的な考え方

10 3.2 6.4

3 事業実施に関する基本的な考え方
記念館の特色を生かし、記念館でどのような事業を展開するの
か、事業実施の基本方針と体系、それらが生み出す効果など

10 3.8 7.6

30 11.0 22.0

4 記念館の充実について 記念館の充実についての具体的提案内容、予算、効果について 10 3.2 6.4

5
関係機関等との連携・地域社会貢
献について

連携方法等の内容及び社会貢献についての考え方について 15 4.2 12.6

6
その他、記念館で実施する事業に
ついて

記念館で実施する事業の考え方と具体的事業内容、効果など 10 3.6 7.2

35 11.0 26.2

7 業務水準の向上について
業務水準の向上、記念館のＰＲ、利用促進策及びモニタリングに
ついての具体的計画

15 3.8 11.4

8 維持管理体制等について
衛生面、安全面（新型コロナ対策含む）など記念館の維持管理の
体制及び予算について

10 3.2 6.4

9 指定期間中の収支計画について
令和５年度から５年間の指定管理経費（維持管理運営費－施設運
営収入）の考え方、目標及び年次計画

10 3.2 6.4

35 10.2 24.2

100 32.2 72.4

養父市立山田風太郎記念館指定管理者候補者選考部会〔第２次審査結果表〕

令和４年10月14日

③
管
理
運
営

評　価　項　目

小　　　　　計

小　　　　　計

※平均点：審査員５名の平均（５段階評価）

合　　計　(　評価点　）

①
基
本
的
な
考
え
方

②
事
業
計
画

小　　　　　計
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- 1 - 

 

養父市立山田風太郎記念館の管理運営業務について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 244条の２第３項、養父市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成 16年養父市条例第 287号）及び養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例（平成

16年養父市条例第 100号）第 12条により、「養父市立山田風太郎記念館」（以下「記念館」

という。）の指定管理者（管理運営を実施する団体）を募集します。 

 

１ 事業の概要 

養父市における社会教育の方針は、市民が学び続ける生涯学習社会の形成に向け、公民館、

地域局をはじめ、社会教育施設やスポーツ施設、記念館等が連携し、「生きる力」を生涯学

ぶまちづくりを進め、養父市全体で「社会教育」を基盤とした「人づくり・つながりづくり・

地域づくり」を展開することです。 

この記念館は、山田風太郎文学の業績を偲び、山田風太郎の作品、遺品、図書、図表及び

写真等に接することを通じて山田風太郎を顕彰し、市民の教養の向上を図るとともに、人と

人とのふれあいによる交流を図り、市の活性化に寄与するための施設として、平成 15年４

月に開設し、平成 18年度からは指定管理者制度によって、「山田風太郎の会」を指定管理者

に指定し、現在に至っています。 

その間、市内のみならず、市外からも多くの来館者が訪れる社会教育施設となっており、

指定管理者には、過疎化や少子高齢化による今後の地域社会を見据え、山田風太郎の作品等

を市内外に広めるとともに、地域コミュニティの促進に寄与する運営を望みます。 

また、記念館は、北近畿豊岡自動車道の開通により、市外からの交通アクセスに恵まれて

おり、県内最高峰の氷ノ山や鉢伏高原などのスキー場の玄関口となる関宮区の国道９号線

沿いにあることから、観光施設や関宮まちづくり協議会等との連携により、地域の振興と活

性化に期待を寄せるところです。 

 

２ 募集の趣旨・目的 

養父市は、平成 26年に国家戦略特区の指定を受け、様々な規制緩和を活用したまちづく

りの施策を展開するとともに、養父市日本一へのまちづくり宣言条例において、「日本一農

業をしやすいまち」、「日本一子育てをしやすいまち」、「日本一福祉が充実したまち」を３つ

の柱として宣言し、さらに、養父市まちづくり計画で定めた「市民」、「地域」、「公共」を３

つの柱として市政運営を行っています。 

令和３年 10月に策定した養父市まちづくり計画では、養父市の活力維持のために「つな

がり人口」を創出し、まちづくりの輪を広げていくことが重要として、「学びがあふれる教

育環境」、「心を豊かにする文化芸術」、「多彩な人々によって創出される地域資源」、「安全安

心なまちづくりの推進」などの施策を、今後 10年間で取り組み、ＳＤＧｓを意識した取組

の実践や先人から培った挑戦心あふれる取組を横断的行動指針として、「挑戦」し続けるま

ちを目指しています。 

記念館においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止など新たに必要となった対策を
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講じつつ、今後、整備が予定されている「関宮地域小さな拠点整備」での相互連携利用や、

ハチ高原などがオリエンテーリング競技の会場となっている 2027年開催予定の「ワールド

マスターズゲームズ」を契機としたインバウンド対策も視野に入れ、施設管理における効率

性の向上や新たな事業の展開を図るために、民間の知識と技能を生かした施設運営等が必

要と考えています。 

以上のことから、記念館周辺等の環境や資源といった特色を生かし、効率的かつ効果的な

運営を行うため、本募集要項のとおり、記念館の指定管理者を募集します。 

なお、記念館の管理運営にあたって、コンセプト及び運営目標を次のとおり提示します。 

（１）コンセプト 

① 山田風太郎の作品等を市内外に広めるための記念館 

② 地域住民をはじめとする来館者がふれあう記念館 

（２）運営目標 

① 講演会等の開催や周辺施設等との連携により、地域間交流の機会を設け、交流人口

増加を図る。 

② 火災や盗難等による作品等を遺失することがないよう、防火体制及び防犯体制を

整備する。 

③ 憩いと安らぎのある記念館として、常に安全面での適正な管理を行い、良好な周辺

景観を保持する。 

 

３ 対象施設の概要 

記念館の主な概要については、以下のとおりです。 

項 目 内   容 

名  称 養父市立山田風太郎記念館 

所 在 地 兵庫県養父市関宮 605番地１ 

設置時期 平成 15年 

施設概要 

①記念館（本館） 

〔構  造〕 鉄骨造１階建・瓦葺き 

〔延床面積〕 149.02㎡ 

〔施設内容〕 展示ホール（77.2㎡） ※作品・愛用品等展示 

コミュニケーションホール（34.5㎡） ※作品閲覧 

事務室、便所（男、女、ユニバーサル）ほか 

②倉庫（一部） ※マイクロバス保管庫を除く 

〔構  造〕 鉄筋コンクリート（ＲＣ）造１階建・瓦葺き 

〔延床面積〕 72.96㎡ 

〔施設内容〕 会議室、倉庫、収蔵庫   
11



- 3 - 

 

４ 指定期間 

令和５年４月１日から令和 10年３月 31日までの５年間とします。 

 

５ 指定管理者が管理する記念館の管理基準・業務の範囲 

（１）管理基準 

養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例及び同施行規則に基づく現行管理基準は

次のとおりです。 

記念館の開館日や開館時間については、特に必要があると認めるときは、事前に市長の

承認を得て、これを変更することができますので、指定管理者の創意工夫に基づく積極的

な提案を求めています。 

① 開館日 

毎週火曜日から日曜日までとします。 

② 使用時間 

午前 10時から午後５時までを一般開放するものとします。 

  ③ 休館日 

    毎週月曜日、12月 28日から翌年１月４日まで 

④ 臨時休館日 

下記の事由による場合は、事前に市の承認を得た上で、記念館の一部の利用を制限

し、又は全部を休館することができます。 

・各種設備機器等の保守点検、修繕等を行う場合 

・その他、指定管理者に合理的な理由がある場合 

⑤ 使用の制限及び使用の中止等 

養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例第７条に定める場合には、使用させ

ることはできません。また、同条例第８条に定める場合には、使用の中止を命ずるこ

とができます。 

⑥ 目的外使用について 

指定管理者が記念館に利用者の利便を図るなどの理由により、自動販売機等の設

置を行う場合、その他、記念館の設置目的又は用途以外に記念館を使用するときは、

事前に養父市と協議の上で、目的外使用の許可を得るものとします。 

その他、指定管理者以外の者から目的外使用の許可申請があった場合については、

速やかに養父市へ引き継いでください。 

⑦ 業務の実施を通じて知り得た情報（守秘義務） 

指定管理者若しくは本業務の全部又は一部に従事する職員は、本業務の実施によ

って知り得た秘密及び養父市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部に

漏らし、又は他の目的に使用することはできません。 

また、指定管理者の指定期間が満了し、又は協定が取り消され、若しくは従事者の

職務を退いた後においても同様とします。 
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⑧ 個人情報等の取扱い 

養父市個人情報保護条例（平成 17年養父市条例第９号）を遵守し、個人情報保護

の意義について従業員に周知徹底してください。 
（２）業務の範囲 

① 養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例第３条に規定する業務 

・資料を収集、保管及び展示 

・資料に関する講演会、講習会及び研究会等の開催 

・資料に関する学術調査及び研究 

・その他、記念館の目的を達成するために必要な事業 

② 記念館の利用及びその制限に関する業務 

③ 記念館の利用に係る料金に関する業務 

④ 記念館の維持管理に関する業務 

⑤ その他、施設の管理上又は施設の設置の目的を達成するため、養父市が必要と認め 

る業務 

（３）市有備品の管理 

市有備品の管理は、下記によることとし、廃棄や更新等については市及び指定管理者の

双方による協議の上で、決定することとします。 

① 指定期間中において、指定管理者に記念館の備品を無償で貸与します。 

② 指定管理者は、指定期間中、備品を常に良好な状態で管理してください。なお、指

定管理者の故意又は過失により備品が利用できなくなった場合は、指定管理者の負

担で当該備品を処分し、同等備品を再調達していただきます。 

③ 備品が、経年劣化等により利用に供することができなくなった場合又は新たに備

品を導入することが必要とされる場合は、双方による協議の上で、リスク分担に応じ

て同等備品を購入することとします。なお、指定管理者が購入した備品は、指定管理

者に帰属するものとします。 

④ 指定管理者の備品の持込みも認めますが、その場合は市有備品と区別がつくよう

にしてください。 

（４）業務の再委託の制限 

指定管理者は、業務の全部又は業務の主たる部分を第三者に委託することはできませ

ん。その他一部の業務の再委託については、事前に市長の承認を得る必要があります。 
 

６ 要求水準 

指定管理者は、記念館を有効かつ効率的に活用し、質の高いサービスを提供するものとし

ます。また、要求水準は、市が指定管理者に要求するサービス水準及び具体的な指針を示す

ものであり、市が要求するサービスの最低水準です。指定管理者は、要求水準として具体的

な仕様のある内容について、これを遵守して提案を行うものとし、要求水準として具体的な

特記仕様が規定されていない内容については、積極的に創意工夫を発揮した提案をしてく
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ださい。 

（１）事業運営業務及び記念館の達成目標 

指定管理者が行う運営業務の要求水準は、次のとおりとします。 

項  目 内   容 達成目標人数 

記念館の利用推進 

（管理運営事業） 

・常設展示 

・その他、顕彰等に関する事業 

３，０００人／年 
団体等との連携事業 

（学術研究事業） 

・講演会等の開催（年１回以上） 

・研究機関（大学、企業等）との連携事業 

地域との連携事業 

（地域連携事業） 

・近隣施設及び観光施設と連携を図った集客の推進 

・地元との連携事業 

 

（２）運営業務体制 

① 運営業務の全体を総合的に把握するとともに、業務の調整を行う総括責任者を配

置することとします。なお、常駐は不要としますが、不在の場合は、業務の責任者が

１人以上常駐することとします。 

② 関宮区及び関宮まちづくり協議会等との円滑な連携を図ってください。 

③ 従業員に対し、記念館の管理運営に必要な研修を行い、経理業務、受付業務、帳簿

作成業務、その他体制の整備に必要な業務を行うこととします。 

④ 利用者対応は、迅速かつ親切で的確な対応を行うこととし、身体障がい者等に対し

ては十分な配慮を行ってください。 

⑤ 記念館は、常に清潔に保ち、衛生環境に配慮してください。特に、新型コロナウイ

ルス等感染症対策は、国や県、市の方針に基づき、適正な対応を徹底してください。  

また、記念館の保守点検、消防設備の保守管理及び警備について法令を遵守してく

ださい。 

（３）提出書類 

① 指定管理者は、毎年度の運営業務の実施に先立ち、毎年３月 10日までに実施体制

及び実施工程など、必要な事項を記載した事業計画書を市に提出し、市の承認を得る

こととします。なお、事業計画書の書式及び記載内容は、市と協議の上で、調整して

決定することとします。 

② 指定管理者は、半期ごとに業務報告書を作成し、該当半期終了後 10日以内に市に

提出してください。また、各年度の終了後１か月以内に事業報告書を市に提出してく

ださい。 

③ 指定管理者は、毎日、日報を作成し、毎月、利用状況報告書と併せて市に提出して

ください。なお、業務報告書、事業報告書及び利用状況報告書の書式及び記載内容は、

市と協議の上で、調整して決定することとします。 

（４）セルフモニタリング 

指定管理者は、記念館利用者からの要望等の聴取を行うなど、運営への利用者ニーズ
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の反映に努めることとします。 

また、記念館の適切かつ良好な管理運営及びサービス向上の観点から、セルフモニタ

リングを実施するとともに自己評価を行い、その報告書を毎月の利用状況報告書と併せ

て市に提出することとします。 

（５）急病等への対応 

指定管理者は、記念館利用者等の急な病気等にも対応できるよう、救急薬品を備えて

近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応をしてください。 

また、心肺蘇生法等の救命措置の講習を定期的に受講し、ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）についても必要時に対応できるよう、全従業員が使用方法などを習得してください。 

（６）緊急事態への対応 

指定管理者は、自然災害、人為災害及び事故等のあらゆる非常事態に備えて、あらか

じめ緊急時対応マニュアルを作成し、市に報告するとともに従業員を指導することとし

ます。 

（７）市への報告及び市からの指示 

指定管理者は、次の各号に該当する場合は、速やかに市に報告するとともにその指示

に従ってください。 

① 災害その他の事故により、負傷者等が発生したとき。 

② 災害その他の事故により、記念館に係る市の財産に支障が生じたとき。 

③ 記念館の利用を中止する必要が生じたとき。 

④ その他業務実施上、不測の事態が生じたとき。 

（８）その他、業務に付随する事項 

① 市は、指定管理者に対し、指定期間中の記念館の運営業務について、随時説明を

求めるとともに運営状況を事業者立会いの上で、確認することができるものとしま

す。なお、指定管理者は、管理運営状況等について説明及び市による確認の実施に

最大限の協力を行うものとします。 

② 前項に規定する説明及び確認の結果、運営状況が事業計画書の内容を逸脱してい

ることが判明した場合、市は事業者に対し、その是正を勧告するものとします。この

場合、勧告後速やかに対応を行った後 10日以内に、事業者は市に対し、当該勧告に

対する対応状況を報告することとします。 

 

７ リスク分担及び賠償責任保険の加入 

協定締結にあたり、以下のとおり帰責事由の所在が不明確になりやすい主なリスクにつ

いて、その方針を示したものであり、下記事項以外や疑義が生じた場合又は定めのない事項

については、双方の協議によるものとします。 
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    （負担者側に ○ ） 

№ 種   類 リスクの内容 

負 担 者 

養父市 
指定 

管理者 

１ 指定管理への円滑な移行 

指定管理者の責めに帰すべき事由により円滑な移行が

できない場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

２ 計画の変更 

市又は市議会での方針転換若しくは行政的理由により

生じた負担 
○  

上記以外の場合  ○ 

３ 法令等の変更 
本事業に直接関係する法令等の変更 ○  

上記以外の場合  ○ 

４ 事業の中止又は延期 
市の債務不履行又は当該サービスが不要となった場合 ○  

指定管理者の事業放棄又は破綻  ○ 

５ 不可抗力 天災又は暴動等により履行不能となった場合 ○  

６ 許認可の遅延 事業の実施に必要な許認可取得の遅延又は失効等  ○ 

７ 記念館及び物品の損傷 
指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

８ 記念館及び備品等の修繕 

１件３万円未満の修繕等  ○ 

１件３万円以上の修繕等 ○  

管理上の瑕疵による記念館等の修繕  ○ 

第三者の行為から生じた損害のうち、相手方が特定でき

ない場合 
協  議 

９ 業務水準不適合 本募集要項に定めた要求水準に不適合な場合  ○ 

10 需要変動 
利用者数の変動等  ○ 

公共料金の変動又はインフレ若しくはデフレの場合  ○ 

11 利用者への対応（※１） 
記念館の設置瑕疵による場合 ○  

記念館の管理運営上の瑕疵による場合  ○ 

12 第三者等への賠償 
記念館運営上の周辺住民等への損害（騒音、振動、臭気

等） 
 ○ 

13 指定期間終了時の費用 
指定期間が終了した場合又は指定を取消した場合の撤

収に関する費用 
 ○ 

※１ 「利用者への対応」について、指定管理者は、次の補償以上の傷害保険及び賠償責任保

険に加入することを義務付けます。 
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種  類 保障内容 

傷害保険 

（ 身体賠償 ） 

・死亡保険金 2,000万円  ・後遺障害保険（最高） 3,000万円 

・入院補償（１日につき） 4,000円  ・通院補償（１日につき） 1,500円 

賠償責任保険 

（ 身体・財物賠償 ） 

・身体賠償 １名につき１億円 

・財物賠償 １事故５億円 

 

８ 関係法令等の遵守 

記念館の管理運営にあたって、次に掲げる法令を遵守することとします。 

① 地方自治法、同施行令ほか行政関係法令 

② 養父市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例、同施行規則 

③ 養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例、同施行規則 

④ 個人情報の保護に関する法律及び養父市個人情報保護条例、同施行規則 

⑤ 養父市情報公開条例、同施行規則 

⑥ その他関係法令等 

 

９ 利用料金及び指定管理料に関する事項 

（１）利用料金制度 

養父市立山田風太郎記念館設置及び管理条例第 13条の規定による利用料金については、

地方自治法第 244 条の２第８項の規定を適用し、指定管理者の収入として収受するもの

とします。なお、利用料金の設定又は変更については、市長の事前承認が必要となります。 

（２）指定管理料 

① 指定管理者は、指定管理料により、上記の管理基準及び業務の範囲に定める全て

の管理運営を、適切かつ良好に行うものとします。 

② 初年度の指定管理料は、年額 2,670 千円を上限とし、会計年度（４月１日から翌

年３月 31日まで）ごとに養父市と指定管理者の協議に基づき決定します。また、初

年度の指定管理料を次年度以降の指定管理料のベースとします。 

（３）自主事業等による収入 

指定管理者が行う自主事業に伴う事業収入等は、指定管理者の収入とすることができ

ます。 

（４）会計年度 

指定管理料は、会計年度（４月１日から翌年３月 31日まで）を基準として支払うこと

とします。  
10 指定管理者の経理の方法 

（１）区別会計の独立 

指定管理者は、管理運営に係る経理事務を行うにあたり、自身の独立した会計帳簿書類

及び経理規程を設けるとともに、記念館の収支を明確にしてください。 
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（２）管理口座 

経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理することとします。 

 

11 申請手続等 

（１）申請書類等の提出方法 

市の事務局で書類を入手し、事務局へ直接提出してください。（郵送、ファクシミリ等

による送付は受付いたしません。） 

募集要項等は、令和４年９月 16日（金）から配付し、申請受付期間は、配付日から令

和４年９月 30日（金）までとします。また、申請書類等の受付時間は、平日の午前９時

から午後５時までとします。 

なお、一度提出された事業計画や管理運営費などの根幹に関わる内容の変更は認めま

せん。 

（２）提出書類 

別紙「指定管理者指定申請に係る必要書類一覧」に掲げる書類 

※ 原本１部、副本４部を提出してください。 

※ 書類は、全てＡ４サイズで統一してください。 

※ 提出された書類は、返却いたしません。 

※ 法人以外の団体にあっては、相当する書類を提出してください。 

（３）申請資格 

申請資格は、次の各号を全て満たすものとし、指定管理開始前及び開始後において、資

格を失効又は取得できず、市が指定を取り消すことになる場合は、その損害の賠償を請求

する場合があります。 

① 個人ではなく、法人その他の団体（以下「団体」という。） 

② 市と容易に、かつ、緊密に連携が可能な団体 

③ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４及び養父市競争入札参

加資格停止措置要領の規定に該当しない者 

④ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続の申立てをしていない者

又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしてい

ない者 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

に規定する暴力団や暴力団員でない者 

⑥ 国税及び地方税に滞納がない者 

（４）現地説明会 

申請方法、提出書類、指定管理業務及びその他詳細については、現在指定管理者として

運営しているため省略します。 

（５）質問の受付 

本募集要項及び管理基準等の内容に関する質問は、現在指定管理者として運営してい
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るため省略します。 

（６）指定管理者指定の申請に係る留意事項 

① 指定管理者の申請については、本募集要項を熟知し、申請してください。 

② 申請書類等に虚偽の記載があった場合、失格となることがあります。 

③ 申請に係る経費は、全て申請者の負担とします。 

④ 申請者から提出された書類は、申請受付期間中は非公開とし、提出された事業計画

書や管理運営費などの根幹に関わる書類の変更は認めません。また、申請者１団体に

つき、事業計画書は１組とします。 

⑤ 提出された申請書類は、審査のため委員に配付することがあります。なお、提出さ

れた申請書類は、理由の如何を問わず返却いたしません。 

⑥ 市は、指定管理者候補者に選定された団体の申請書類を議会審議の目的で市議会

に提出することがあります。この場合、市は申請書類等の全部又は一部を無償で使用

できるものとします。 

⑦ 選考部会又は事務局が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があり

ます。 

⑧ 事務局が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じま

す。また、この検討の目的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対

し、これを使用させたり内容を提示したりすることを禁じます。 

⑨ 申請予定者及び申請者が、選定委員会委員及び関係市職員と本件について正当な

行為以外で接触することを禁じます。 

⑩ 指定管理者が協定の締結までに次の事項に該当するときは、その指定を取消し、協

定を締結しないことがあります。 

・資金事情の悪化により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

・著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 

⑪ 指定管理期間開始日までに、人員の確保等ができず開館が困難な場合、指定を取り

消すとともに損害賠償を請求する場合があります。 

⑫ 指定管理者指定後、指定開始までの期間においては、必要書類作成、各種印刷物の

作成業務、事務引継ぎ及び各業務の習得を行っていただきます。ただし、習得期間の

費用については、指定管理者の負担とします。 

 

12 指定管理者の審査及び選定の方法 

（１）基本的な考え方 

指定管理者制度の趣旨や施設ごとの設置目的を十分に理解し、公正で適正な管理運営

の下、効率的かつ効果的に管理運営を行うことができる指定管理者の候補者を選定する

ため、次のとおり審査方法等を定めます。 
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（２）審査方法 

審査は、養父市教育委員会教育課（以下、「事務局」という。）及び養父市職員による選

考部会（担当部局）及び公の施設指定管理者制度運用会議において非公開で行います。 

制度の趣旨や施設ごとの設置目的を十分に理解し、公正で適正な管理運営の下、効率的

かつ効果的に管理運営を行うことができる指定管理者の候補者を選定します。 

なお、提出された申請書の審査については、申請者の資格審査及び書類審査（第１次審

査）並びに提案内容等の審査（第２次審査）を行います。 

（３）審査項目 

① 第１次審査（資格審査及び書類審査） 

次の審査項目について、事務局が審査し、不適合であれば失格とします。 

審  査  項  目 適・否 

１ 個人ではなく、法人その他の団体（以下、「団体」という。）であること。 適 ・ 否 

２ 市と容易に、かつ、緊密に連携が可能な団体であること。 適 ・ 否 

３ 
地方自治法施行令第 167 条の４及び養父市競争入札参加資格停止措置要領

の規定に該当しない者であること。 
適 ・ 否 

４ 
会社更生法に基づき更生手続の申立てをしていない者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。 
適 ・ 否 

５ 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団

や暴力団員でない者であること。 
適 ・ 否 

６ 国税及び地方税に滞納がない者であること。 適 ・ 否 

７ 提出書類を満たしており、本募集要項の内容を満たしていること。 適 ・ 否 

※ 第２次審査以降、協定成立までに上記審査項目の不適合に該当した場合は、指定

管理者としての資格を喪失したものとします。 

 

② 第２次審査（提案内容等の審査） 

次の審査項目の観点から審査します。 

審査項目 内   容 配 点 

１ 基本的な考え方 10点満点×３項目  計 30点満点 

記念館の役割について

の考え方 
募集の趣旨（コンセプト）に基づいて実現したいことなど 10 

30 
管理・運営に関する基本

的な考え方 

サービス水準の向上、コスト削減、利用促進、危機管理、人材

育成及び管理運営方法などに関する基本的な考え方 
10 

事業実施に関する基本

的な考え方 

記念館の特色を生かし、記念館でどのような事業を展開するの

か、事業実施の基本方針と体系、それらが生み出す効果など 
10 

２ 事業計画 15点満点×１項目、10点満点×２項目  計 35点満点 

記念館の充実について 記念館の充実についての具体的提案内容、予算、効果について 10 35 
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関係機関等との連携・地

域社会貢献について 
連携方法等の内容及び社会貢献についての考え方について 15 

その他、記念館で実施す

る事業について 
記念館で実施する事業の考え方と具体的事業内容、効果など 10 

３ 管理運営 15点満点×１項目、10点満点×２項目  計 35点満点 

業務水準の向上につい

て 

業務水準の向上、記念館のＰＲ、利用促進策及びモニタリング

についての具体的計画 
15 

35 
維持管理体制等につい

て 

衛生面、安全面（新型コロナ対策含む）など記念館の維持管理

の体制及び予算について 
10 

指定管理期間中の収支

計画について 

令和５年度から５年間の指定管理経費の考え方、目標及び年次

計画 
10 

４ 提案参考価格  

収支計画及び見積りの

妥当性について 
※事業計画等と併せて妥当性について判断します。   

計 100 

 

（４）採点方法及び選定基準 

① 本件の審査は、養父市立山田風太郎記念館指定管理者選考部会設置規程に基づい 

 て行います。 

② 採点は、各審査員が各評価項目を５段階評価し、その平均評価点が配点に応じて得 

 点となります（小数点第２位以下四捨五入）。 

※〔数式〕平均評価点÷５×配点＝得点 

③ 選定基準は、得点が 70点以上、かつ、各評価項目の平均評価点が「2.5以上」と 

 します。 

④ 別途、補足資料の提出を求める場合があります。 

（５）指定管理者候補者選定 

選考部会又は選定委員会は審査の結果、指定管理者候補者を選定し、市長による指定管

理者候補者の決定を受けます。 

（６）審査結果の通知 

審査結果は、申請団体へ郵送及び電話でお知らせします。 

 

13 協定の締結 

指定管理者候補者の決定後、指定管理業務に関し、（仮）基本協定書を締結します。 

 

14 指定までのスケジュール 

① 募集要項の公表・配付     令和４年９月 16日（金） 
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② 現地説明会の開催       省 略 

③ 質問受付期間         省 略 

④ 申請書類の受付期間      令和４年９月 16日(金)～令和４年９月 30日(金) 

⑤ 第１次審査（資格審査等）   令和４年 10月上旬 

⑥ 第２次審査（提案内容等の審査）令和４年 10月中旬 

⑦ 候補者選定結果の通知・公表  令和４年 10月下旬 

⑧ 基本協定の（仮）締結     令和４年 11月上旬 

⑨ 市議会へ議会議案を上程    令和４年 11月上旬 

⑩ 指定の通知          令和４年 12月（議会議決後） 

⑪ 事務引継           省 略 

⑫ 年度協定の締結、業務開始   令和５年４月１日（土） 

※ 都合により、スケジュールを変更する場合があります。 

 

15 その他注意事項等 

（１）モニタリング 

市は、記念館の効率的かつ効果的な管理運営及びサービスの向上の観点から、毎月１回、

現地調査を行います。また、年２回以上、定期的に書類や現場のモニタリングを実施し、

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていない

と判断した場合、市は改善措置を講ずる等の指導を行います。 

（２）指定の取消し等 

市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定管理者の指

定を取消し、又は業務の全部若しくは一部を停止させ、支払った経費の全部若しくは一部

の返還及びこれにより生じた損害の賠償を命じることができることとします。 

① 関係法令、条例、規則、本要項又は協定に基づく市長の指示に従わないとき。 

② 関係法令、条例、規則、本要項又は協定に違反したとき。 

③ 指定管理者として指定を受ける際の申請資格に不適合となったとき。 

④ 指定管理者の経営状況が著しく悪化するなど、公の施設の管理に重大な支障が生

じるおそれがあるとき。 

⑤ 市が実施するモニタリングの結果、地域振興の目的基準に満たない場合若しくは

指定管理者の業務が本要項に規定した内容及び協定基準を満たさないと判断した場

合、又は是正勧告を行っても改善がみられない場合 

（３）事業の継続が困難となった場合 

協定の解釈について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事象が生じた場合、市と

指定管理者は、誠意をもって協議するものとします。 

① 指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合の措置 

指定管理者の責に帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合は、市は指 

定の取消しができるものとします。 
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なお、指定を取り消される指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく記念

館の管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。また、指定を取り

消される指定管理者が次期指定管理者に対し、引継ぎを適切に行わない事由により、

市に負担が生じた場合は、その負担分は取消しを受ける指定管理者に対して求償す

るものとします。 

② その他の理由により事業の継続が困難となった場合 

災害やその他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない

事由により、業務の継続が困難になった場合は、事業の継続の可否について協議する

ものとし、一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ事前に書面により通知す

ることにより、協定を解除できるものとします。 

なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、記念館の管理運営業務を遂行できるよ

う、引継ぎを行うものとします。 

（４）立入検査 

市は、指定管理者に対し、業務又は経理の状況に関して報告を求めるとともに、実地に

ついて調査又は必要な指示を行います。 

また、市監査委員は、指定管理者に対し、出納その他の事務の執行に関して監査するこ

とができます。 

（５）注意事項 

① 記念館が公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特  

 定の団体及び個人に有利又は不利となる運営をしないこととします。 

② 市民、関係団体及び官公庁と連携を図った事業運営を行うこととします。 

③ 地域の振興及び活性化に資するような運用に配慮することとします。 

④ 市の条例及び規則に準拠した情報公開及び個人情報保護に関する規程を定め、従 

 業員に周知徹底することとします。 

⑤ 緊急対応及び防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、従業員に周知徹底する 

 こととします。 

⑥ 指定管理者が記念館の管理運営に係る各種規程を作成するときは、市と協議する 

 こととします。 

⑦ 業務に必要な各種規程がないときは、市の諸規程に準じ、又はその趣旨に基づいて、 

業務を実施することとします。 

⑧ 指定管理者は、本募集要項に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処 

 理について疑義が生じた場合は、市と協議の上、決定するものとします。 

⑨ 市の政策、施策及び事業に協力することとします。  

⑩ 従業員が、基本的人権について正しい認識をもって業務の遂行ができるよう適切 

 な研修を実施することとします。また、接遇や運営に必要な研修を随時実施してくだ

さい。 

⑪ その他、本募集要項に記載のない事項については、市と協議を行うこととします。 
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16 問合せ先及び書類の提出先 

 

【事務局】養父市教育委員会 教育部 教育課 

  〒667-0198 兵庫県養父市広谷 250番地１ 

 電 話：079-664-0282 ／ FAX：079-664-1147 

 E-Mail：kyouikusoumu@city.yabu.lg.jp 
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